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序

　

古
事
記
撰
録
一
三
〇
〇
年
を
記
念
し
て
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
七
日
に

行
わ
れ
た
上
代
文
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
記
紀
の
成
立
を
考
え
る
」（「
特

集
・
記
紀
の
成
立
を
考
え
る
」
上
代
文
学
一
一
〇
所
収
）
に
お
い
て
確
認

さ
れ
た
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
が
α
群
（
巻
一
四
～
巻
二
一
・
巻
二
三

～
巻
二
七
）
と
β
群
（
巻
一
～
巻
一
三
・
巻
二
二
～
巻
二
三
・
巻
二
八
～

巻
二
九
）
と
巻
三
〇
に
区
分
さ
れ
、
α
群
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
β
群
、

巻
三
〇
と
書
き
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
既
に
多
く
の
承
認
を
得
て

『
日
本
書
紀
』
β
群
の
編
述
順
序

─
神
武
紀
・
景
行
紀
の
比
較
か
ら
─

瀬
間
正
之

い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
天
照
大
神
の
呼
称
・
儀
鳳
暦
の
使
用
な
ど
か
ら
、

β
群
の
執
筆
開
始
時
期
が
文
武
朝
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
、
同
様
に
確
実
視

さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
β
群
の
編
述
順
序
に
つ
い
て
、
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ

コ
ト
の
呼
称
と
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ビ
コ
伝
承
の
成
立
の
問
題
、
景
行
紀

と
神
武
紀
の
類
似
表
現
の
問
題
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト

　
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
が
二
人
存
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す
る
点
に
つ
い
て
、
研
究
史
や
そ
の
訓
義
も
含
め
て
、
矢
島
泉
氏

一
九
八
九
・
谷
口
雅
博
氏
二
〇
〇
六
が
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
。
両
氏
が

紹
介
す
る
通
り
、
崇
神
帝
が
事
実
上
最
初
の
天
皇
で
あ
り
、
神
武
帝
と
と

も
に
元
一
体
で
二
つ
に
分
か
れ
た
と
す
る
松
本
信
広
氏
一
九
三
一
以
来
、

皇
室
の
起
源
を
更
に
古
く
ま
で
遡
ら
せ
る
た
め
に
、
元
々
初
代
天
皇
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
崇
神
天
皇
の
前
に
、
神
武
天
皇
と
欠
史
八
代
が

加
え
ら
れ
た
過
程
で
両
者
に
こ
の
呼
称
が
残
存
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。

　

矢
島
泉
氏
の
説
く
よ
う
に
、「
始
馭
二

天
下
一

之
天
皇
」
と
「
御
二

肇
國
一

天
皇
」
の
語
構
成
の
差
異
に
着
目
し
、
前
者
は
初
め
て
天
下
を
治
め
た
天

皇
で
あ
る
が
、
後
者
は
「
ハ
ツ
ク
ニ
」
を
治
め
た
天
皇
の
意
で
あ
り
初
代

天
皇
の
意
で
は
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

改
め
て
、
当
該
条
を
確
認
し
た
い
。

神
武
元
年
正
月　

二
一
三
頁

辛
酉
年
春
正
月
庚
辰
朔
。
天
皇
即
帝
位
於
橿
原
宮
。
…
…
。
故
古
語

稱
之
曰
。
於
畝
傍
之
橿
原
也
。
太
立
宮
柱
於
底
磐
之
根
。
峻
峙
搏
風

於
高
天
之
原
。
而
始
馭
天
下
之
天
皇
。
號
曰
神
日
本
磐
余
彦
火
々
出

見
天
皇
焉
。

崇
神
十
二
年
九
月　

二
四
九
頁

秋
九
月
甲
辰
朔
己
丑
。
…
…
是
以
。
天
神
地
祇
共
和
享
。
而
風
雨
順

時
。
百
穀
用
成
。
家
給
人
足
。
天
下
大
平
矣
。
故
稱
謂
御
肇
國
天
皇

也
。

　

破
線
部
の
よ
う
に
、
と
も
に
「
故
に
古
語
に
稱
ほ
め
ま
うし

て
」「
故か
れ

、
稱
ほ
め
ま
うし

て
」

と
あ
る
よ
う
に
称
辞
と
し
て
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
天
皇
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。

　

崇
神
天
皇
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
古
事

記
』「
所
知
初
國
之
御
真
木
天
皇
」、『
常
陸
国
風
土
記
』「
初
國
所
知
美
麻

貴
天
皇
」
と
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
記
述
さ
れ
る
。
三
者
と

も
「
初
（
肇
）
国
［
ハ
ツ
ク
ニ
］
を
所
知
（
御
）［
シ
ラ
ス
］」
と
い
う
語

構
成
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
武
天
皇
に
つ
い
て
は
『
日

本
書
紀
』
以
外
に
こ
の
名
は
見
え
ず
、
語
構
成
は
「
始
め
て
天
下
を
馭
［
シ

ラ
ス
］」
で
あ
り
、
崇
神
の
称
辞
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

崇
神
天
皇
が
本
来
の
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
で
あ
り
、

神
武
天
皇
は
後
か
ら
作
ら
れ
て
崇
神
天
皇
の
九
代
前
に
加
え
ら
れ
た
架
空

の
天
皇
で
あ
っ
て
、
伝
説
上
に
成
立
し
た
非
実
在
的
天
皇
で
あ
る
と
す
る

水
野
祐
氏
一
九
九
三
・
四
三
頁
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
ハ
ツ
ク
ニ［
初（
肇
）国
］

シ
ラ
ス
［
所
知
（
御
）］
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
を
更
新
し
て
「
始
め
て
天
下

を
馭
［
シ
ラ
ス
］
天
皇
」
と
い
う
称
辞
を
初
代
天
皇
神
武
に
付
与
し
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
崇
神
の
称
辞
中
の
統
治
範
囲
「
国
」

を
「
天
下
」
に
拡
大
し
た
も
の
と
言
え
る
。
神
武
紀
の
述
作
者
が
い
か
な

る
訓
を
想
定
し
た
か
は
と
も
か
く
、
後
に
両
者
と
も
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
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ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
訓
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
」
は
、
以
下
の
孝
徳
紀
詔
勅
に
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ

シ
シ
皇
祖
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
化
三
年
四
月
壬
午
「
惟
神
の
道
を
知
ら
し
む
る
詔
」　

三
〇
一
頁

惟
神
惟
神
者
、
謂
随
神
道
。
亦
謂
自
有
神
道
也
。
我
子
應
治
故
寄
。
是
以
、

與
天
地
之
初
、
君
臨
之
國
也
。
自
始
治
國
皇
祖
之
時
、
天
下
大
同
、

都
無
彼
此
者
也
。
既
而
頃
者
、
始
於
神
名
・
天
皇
名
々
、
或
別
爲
臣
・

連
之
氏
。
或
別
爲
造
等
之
色
。

　

拙
稿
一
九
九
九
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
孝
徳
紀
詔
勅
は
α
群
に
あ
っ
て

倭
習
の
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、
森
博
達
氏
一
九
九
九
・
二
〇
六
頁
は
、
大

化
の
詔
勅
は
α
群
の
基
本
的
な
述
作
が
修
了
し
て
か
ら
、
後
人
に
よ
っ
て

加
筆
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
詔
勅
も
、「
天
皇
」
号
も
使

用
さ
れ
る
点
か
ら
も
、
後
人
の
加
筆
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

　

こ
こ
で
の
「
始
治
レ

国
皇
祖
」
は
そ
の
語
構
成
か
ら
も
「
始
馭
二

天
下
一

之
天
皇
」
を
踏
ま
え
る
も
の
で
、「
御
二

肇
國
一

天
皇
」
と
称
さ
れ
る
崇
神

で
は
な
く
、
神
武
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
称
辞
が
神
武
に
ま
で
及

ぼ
さ
れ
た
後
に
述
作
さ
れ
た
詔
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
崇
神
の
称
辞
で
あ
っ
た
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」

を
更
新
し
て
「
始
め
て
天
下
を
馭
［
シ
ラ
ス
］
天
皇
」
と
い
う
称
辞
を
初

代
天
皇
神
武
に
も
付
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
武
伝
承
が
い

つ
創
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
わ
る
。

二　

神
武
天
皇
は
い
つ
創
ら
れ
た
か

　

神
武
天
皇
が
巻
五
以
降
で
語
ら
れ
る
の
は
継
体
紀
と
天
武
紀
上
（
壬
申

紀
）
の
み
で
あ
る
。
継
体
紀
の
詔
勅
に
は
、
神
武
と
崇
神
が
列
挙
さ
れ
る
。

こ
の
詔
勅
の
典
拠
で
あ
る
『
藝
文
類
聚
』
巻
第
五
十
二
・
治
政
部
上
・
論

政
に
引
か
れ
る
後
漢
崔
寔
政
論
（
以
下
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
引
用
）
と
対
照
し

て
、
こ
れ
を
引
け
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。（『
後
漢
書
』
に
も
引
か
れ
る

が
『
藝
文
類
聚
』
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
藝
文
類
聚
』
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
拙
著
二
〇
一
五
、
池
田
昌
広
氏
二
〇
一
八
に
詳
し
い
。）

継
体
二
四
年
二
月　

四
三
頁

廿
四
年
春
二
月
丁
未
朔
。
詔
曰
。

自
磐
余
彦
之
帝
。
水
間
城
之
王
。
皆
頼
博
物
之
臣
。
明
哲
之
佐
。

自　

堯
舜
之
帝
。　

湯
武
之
王
。
皆
賴
明
哲
之
佐
。
博
物
之
臣
。

故
道
臣
陳
謨
。
而
神
日
本
以
盛
。
大
彦
申
略
。
而
膽
瓊
殖
用
隆
。

故
皋
陶
陳
謀
。
而
唐
虞　

以
興
。
伊
箕
作
訓
。
而
殷
周　

以
隆
。

及
乎
繼
體
之
君
。欲
立
中
興
之
功
者
。曷
嘗
不
頼
賢
哲
之
謨
謀
乎
。

及　

繼
體
之
君
。欲
立
中
興
之
功
者
。曷
嘗
不
賴
賢
哲
之　

謀
乎
。

　

ま
ず
、
堯
舜
を
磐
余
彦
（
神
武
）
に
、
湯
武
を
水
間
城
之
王
（
崇
神
）
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に
充
て
て
、「
皋
陶
＝
道
臣
」
の
策
謀
に
よ
っ
て
「
唐
虞
（
堯
）
＝
神
日

本
（
神
武
）」
が
隆
盛
を
極
め
、「
伊
箕
（
箕
子
）
＝
大
彦
」
が
「
洪
範
＝

和
珥
坂
の
少
女
の
歌
」
を
伝
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
殷
周
の
時
代
＝
膽
瓊

殖
（
崇
神
）」
は
興
隆
し
た
と
す
る
明
ら
か
な
潤
色
で
あ
る
。
避
板
の
た

め
か
、
最
初
に
「
磐
余
彦
」
次
に
「
神
日
本
」
と
す
る
点
は
、
崇
神
も
「
水

間
城
」、「
膽
瓊
殖
」
と
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
が
、「
日
本
」
の
呼
称
が

定
着
し
た
後
に
創
作
さ
れ
た
詔
勅
で
あ
る
こ
と
は
、『
藝
文
類
聚
』
に
よ

る
潤
色
の
点
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。『
藝
文
類
聚
』
は
初
唐
の
武
徳
七
624

年
の
撰
で
あ
り
、
こ
の
詔
勅
も
編
纂
時
の
潤
色
、
そ
れ
も
孝
徳
紀
詔
勅
と

同
様
に
、
α
群
を
一
通
り
書
き
終
え
た
上
で
の
加
筆
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。

　

続
い
て
、
天
武
紀
（
壬
申
紀
）
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

天
武
上　

元
年
七
月　

四
〇
五
頁

高
市
郡
大
領
高
市
縣
主
許
梅
。
倏
忽
口
閉
。
而
不
能
言
也
。
三
日
之

後
。
方
着
神
以
言
。「
吾
者
高
市
社
所
居
。
名
事
代
主
神
。
又
身
狹

社
所
居
。
名
生
靈
神
者
也
。」
乃
顯
之
曰
。「
於
神
日
本
磐
余
彦
天
皇

之
陵
。
奉
馬
及
種
々
兵
器
。」
便
亦
言
。「
吾
者
立
皇
御
孫
命
之
前
後
。

以
送
奉
于
不
破
而
還
焉
。
今
且
立
官
軍
中
而
守
護
之
。」

　

高
市
縣
主
許
梅
に
事
代
主
神
が
神
憑
り
し
て
、
神
武
天
皇
の
陵
に
馬
と

兵
器
の
奉
納
を
命
じ
る
場
面
で
あ
る
が
、
古
典
大
系
四
〇
五
頁
頭
注
・
新

編
全
集
三
四
一
頁
頭
注
と
も
に
「
神
日
本
磐
余
彦
」
の
名
が
確
実
な
史
料

に
現
れ
る
初
出
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
水
野
祐
氏

一
九
六
七
・
一
三
一
頁
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
」
は
、
ま
さ
し
く
神
武
天
皇
を
さ
し
て
い
る
。

こ
れ
が
そ
の
名
の
初
見
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
神
武
天
皇
は
、
天
武
朝

こ
ろ
壬
申
の
乱
の
直
後
に
、
初
代
天
皇
と
し
て
伝
説
史
上
に
確
定
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
神
武
東
征
伝
説
に
お
け
る
熊
野
迂
回

作
戦
や
大
和
平
定
伝
説
は
、実
は
天
武
天
皇
の
壬
申
の
乱
に
お
け
る
、

吉
野
か
ら
伊
勢
を
迂
回
し
、
不
破
か
ら
大
津
へ
攻
め
の
ぼ
っ
た
と
い

う
、
近
江
・
大
和
攻
略
の
実
戦
上
の
作
戦
経
過
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て

述
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
神
武
天
皇
は
、
こ
の
天
武
天
皇
の
性
格

お
よ
び
行
動
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
あ
ら
た
に
誕
生
せ
し
め
ら
れ
た
天

皇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
張
か
ら
も
天
武
紀
か
ら
神
武
紀
へ
と
い
う
述
作
順
序
が
見
え
て

く
る
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
文
字
表
現
の
観
点
か
ら
、
景
行
紀
と
の
比
較

に
よ
っ
て
、
景
行
紀
に
学
ん
で
神
武
紀
が
述
作
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た

い
。
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三　

神
武
紀
と
景
行
紀
に
共
通
す
る
表
現　

─
先
行
説
か
ら
─

　

神
武
紀
と
景
行
紀
に
同
一
句
や
類
似
表
現
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
小
島
憲
之
氏
一
九
六
二
・
四
五
七
頁
、
横
田
健

一
氏
一
九
八
四
、葛
西
太
一
氏
二
〇
一
八
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

小
島
憲
之
氏
は
、景
行
紀
の「
血
流
至
踝
」と
神
武
紀
の「
流
血
没
踝
」、

両
者
に
共
通
す
る
「
勒
兵
」「
鋒
刄
之
威
」「
則
曾
不
血
刃
」
や
、
と
も
に

『
漢
書
』
高
帝
紀
に
出
典
を
持
つ
類
似
句
の
存
在
か
ら
、
景
行
紀
と
神
武

紀
と
の
類
似
の
筆
法
を
指
摘
し
た
。

　

横
田
健
一
氏
は
、
神
武
紀
と
景
行
紀
の
み
に
現
れ
る
も
の
と
し
て
、
鋒

刄
之
威
・
踝
・
僵
を
、
神
武
紀
・
景
行
紀
に
と
も
に
用
い
ら
れ
る
が
他
巻

に
も
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
勒
兵
（
神
功
）・
漂
蕩
（
神
代
上
・
推
古
・

斉
明
伊
吉
連
博
得
書
）・
雄
誥
（
神
代
上
）・「
嶮
」（
神
功
・
応
神
・
天
武

下
）
な
ど
を
挙
げ
、
さ
ら
に
尾
張
氏
・
物
部
氏
関
係
記
事
を
検
討
し
た
結

果
、
神
武
紀
と
景
行
紀
は
、
共
通
の
筆
者
な
い
し
編
者
が
、
天
武
朝
な
い

し
文
武
朝
に
編
修
・
記
述
し
た
も
の
と
推
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
元
に
最

終
的
段
階
で
は
、
別
の
人
が
巻
三
・
巻
七
を
別
々
に
文
飾
を
加
え
た
と
推

定
し
た
。

　

葛
西
太
一
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
景
行
四
〇
年
七
月
条
と
神
武
即
位

前
紀
の
文
章
に
類
似
す
る
表
現
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

景
行
四
〇
年
七
月　

三
〇
二
～
三
〇
三
頁

村
之
無
長
。
邑
之
勿
首
。
各
貪
封
堺
。
…
…
冬
則
宿
穴
。
夏
則
住
樔
。

…
…
衣
毛
飮
血
。
…
…
未
染
王
化
。
…
…
頼
皇
靈
之
威
。
…
…
今
亦

頼
神
祇
之
靈
。
借
天
皇
之
威
。

神
武
前
紀　

一
八
九
頁

猶
未
霑
於
王
澤
。
逐
使
邑
有
君
。
村
有
長
。
各
自
分
疆
。

神
武
己
未
三
月　

二
一
三
頁

頼
以
皇
天
之
威
。
巣
棲
穴
住
。
習
俗
惟
常
。

　

こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
た
な
指
摘
も
加
え
て
、

改
め
て
検
証
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１　
「
無
復
可
行
之
路
。
乃
捿
遑
不
知
其
所
跋
渉
。」

　

以
下
（　

）
内
に
挙
げ
た
古
典
大
系
の
訓
読
は
異
な
る
が
同
一
文
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

神
武
戊
午
年
六
月　

一
九
五
頁
一
九
七
頁
「
無
復
可
行
之
路
。
乃
捿

遑
不
知
其
所
跋
渉
。（
乃
ち
棲し
じ
ま遑

ひ
て
其
の
跋
み
渉
か
む
所
を
知
ら
ず
）」

※
林
勉
氏
原
文
校
訂
（
底
本
は
寛
文
版
本
）
は
、「
捿
」
に
作
る
が
、
そ
の
校
異

に
拠
れ
ば
、
一
峯
本
・
大
永
本
は
、「
棲
」。
ま
た
［
古
典
大
系
］［
岩
波
文
庫
］［
新

編
全
集
］
も
。［
熱
田
本
］［
北
野
本
］［
兼
右
本
］［
寛
文
版
本
］［
国
史
大
系
］
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は
「
捿
」。［
集
解
］
は
、「
文
選
陸
機
連
珠
曰
徳
二
生
民
一
不
レ
能
レ
救
二
棲
遑
之
辱
一
」

と
典
拠
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
棲
」。

景
行
四
〇
年
是
歳　

三
〇
九
頁
「
無
復
可
行
之
路
。
乃
悽
遑
不
知
其

所
跋
渉
。（
乃
ち
捿さ
ま
よ遑
ひ
て
其
の
跋ふ渉
ま
む
所
を
知
ら
ず
）」

※
林
勉
氏
原
文
校
訂
は
、「
悽
」
に
作
る
が
、
底
本
の
［
寛
文
版
本
］
は
元
よ
り
［
熱

田
本
］［
北
野
本
］［
兼
右
本
］［
国
史
大
系
］［
古
典
大
系
］［
岩
波
文
庫
］「
捿
」。

［
集
解
］［
新
編
全
集
］
は
「
棲
」。

　

諸
本
で
「
捿
」「
棲
」「
悽
」
の
異
同
が
あ
る
が
、『
正
字
通
』
に
「
捿
、

棲
、
栖
通
、
从
レ

棲
爲
レ

正
」
と
あ
り
、「
捿
」「
棲
」
は
同
義
と
見
ら
れ
る

が
、「
悽
」
は
『
説
文
』
に
「
痛
也
从
心
妻
声
」、『
集
韻
』
に
「
悲
也
」

と
あ
り
、「
捿
」「
棲
」
と
は
字
義
を
異
に
す
る
。
当
該
箇
所
の
「
棲
遑
」

は
熱
田
本
・
兼
右
本
で
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

熱
田
本
神
武　
　

熱
田
本
景
行　

 

兼
右
本
神
武　
　

兼
右
本
景
行

　

木
偏
と
手
偏
は
写
本
で
は
判
別
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
熱
田
本
神

武
紀
は
明
ら
か
に
手
偏
で
あ
る
。「
捿
」「
棲
」
は
い
ず
れ
に
せ
よ
字
義
は

変
わ
り
が
な
く
、
今
は
『
集
解
』
に
拠
り
「
棲
」
と
し
て
お
く
。

　

こ
の
神
武
紀
・
景
行
紀
の
同
文
は
、
同
じ
述
作
者
の
手
に
よ
る
か
、
い

ず
れ
か
が
い
ず
れ
か
を
学
ん
で
書
い
た
か
と
い
う
関
係
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。

２　
「
不
假
鋒
刄
之
威
、
坐
平
○
○
」

神
武
戊
午
年
九
月　

二
〇
一
頁

「
…
…
飴
成
。
則
吾
必
不
假
鋒
刄
之
威
。
坐
平
天
下
。（
…
…
飴
た
が
ね

成
ら
ば
、

吾
必
ず
鋒つ
は
も
の刄
の
威
い
き
ほ
ひを
假
ら
ず
し
て
、
坐ゐ

な
が
ら
天
下
を
平む

け
む
）」

景
行
十
二
年
十
二
月　

二
九
一
頁

「
…
…
何
不
假
鋒
刄
之
威
。
坐
平
其
國
。（
…
…
何い
か
でか

鋒つ
は
も
の刄

の
威
い
き
ほ
ひを

假
ら
ず

し
て
、
坐お
の

づ
か
ら
に
其
の
國
を
平む

け
む
）」

　

神
武
紀
・
景
行
紀
と
も
会
話
文
中
の
表
現
で
あ
る
。神
武
紀
の「
坐
」は
、

熱
田
本
「
自
」、
伊
勢
本
「
イ
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
」、
寛
文
版
本
「
ヰ
ナ
ガ
ラ
」

で
古
典
大
系
は
寛
文
版
本
の
訓
み
を
採
っ
て
い
る
。
景
行
紀
の
「
坐
」
は

寛
文
版
本
の
右
訓
「
ヰ
ナ
ガ
ラ
ニ
」
左
訓
「
オ
ノ
ツ
カ
ラ
」
で
、
古
典
大

系
は
右
訓
を
採
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
も
、
１
と
同
様
、
神
武
紀
の
「
天
下
」
を
景
行
紀
が
「
其
國
」
に

書
き
換
え
た
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
神
武
紀
が
景
行
紀
を
参
照
し
て
書

か
れ
た
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
崇
神
の
称
辞
中

の
統
治
範
囲
「
国
」
を
「
天
下
」
に
拡
大
し
た
も
の
が
神
武
の
称
辞
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
も
後
者
が
有
力
で
あ
る
と
言
え
る
。
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３　
「
僵
」
字
は
神
武
紀
と
景
行
紀
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。

神
武
己
未
年
二
月　

二
一
一
頁

「
又
賊
衆
戰
死
而
僵
屍
。
枕
臂
處
呼
爲
頬
枕
田
。（
戦
ひ
死う

せ
て
僵ふ

せ
る

屍
臂た
だ
む
きを
枕
き
し
處
を
）」
国
史
大
系
・
通
釈
は
「
戦
ひ
死う

せ
て
屍
を
僵た
ふ

し
臂
た
だ
む
きを
枕

き
し
處
を
」
と
訓
ん
で
い
る
。

景
行
一
八
年
七
月　

二
九
五
頁

「
時
有
僵
樹
。（
僵た
ふ

れ
た
る
樹
）
長
九
百
七
十
丈
焉
。」

景
行
一
八
年
七
月　

二
九
七
頁

「
是
樹
者
歴
木
也
。
嘗
未
僵
之
先
。（
嘗
む
か
し

未
だ
僵
れ
ざ
る
先
）」

　
「
僵
」
は
、
類
聚
名
義
抄
に
「
フ
セ
リ
・
フ
ス
・
タ
フ
ル
・
ノ
キ
テ
・

ク
ヅ
ス
・
ヲ
カ
ス
」
と
あ
り
、
類
似
義
を
有
す
る
「
仆
」
は
類
聚
名
義
抄

に
「
タ
フ
ル
・
フ
ス
」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
中
で
は
以
下
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
る
。

神
代
九
段
本
書　

一
三
九
頁
「
以
斫
仆
喪
屋
（
喪
屋
を
斫き

り
仆ふ

せ
つ
）」

応
神
九
年
四
月　

三
六
九
頁
「
以
毆
仆
甘
美
内
宿
禰
（
甘
美
内
宿
禰
を

毆う

ち
仆た
ふ

し
て
）」

仁
徳
六
七
年
一
〇
月　

四
一
五
頁
「
仆
死
（
仆た
ふ

れ
死
ぬ
）」

雄
略
一
二
年
一
〇
月　

四
八
九
頁
「
顛
仆
於
庭
（
庭
に
顛
仆た
ふ

れ
て
）」

天
武
七
年
一
二
月　

四
三
三
頁
「
毎
村
多
仆
壞
（
村
毎
に
多
く
仆た
ふ

れ
壞や
ぶ

れ
り
）」

　

一
方
、「
倒
」
は
類
聚
名
義
抄
に
「
タ
フ
ル
・
ク
ツ
ガ
ヘ
ル
・
ク
ツ
ガ

ヘ
ス
・
サ
カ
シ
・
サ
カ
サ
マ
・
カ
タ
ブ
ク
・
カ
ヘ
リ
テ
・
ア
フ
」
の
訓
を

持
つ
が
、
日
本
書
紀
で
は
以
下
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

神
代
九
段
本
書　

一
三
九
頁
「
倒
植
於
地
（
倒
さ
か
し
まに
地
に
植
つ
き
た
てて
て
）」

神
代
九
段
第
一　

一
四
五
頁
「
斫
倒
喪
屋
（
喪
屋
を
斫
り
倒た
ふ

す
）」

神
代
十
段
第
一　

一
七
一
頁
「
倒
映
人
咲
之
顏
（
倒
さ
か
し
まに
人
の
咲
め
る
顔

映て

れ
り
）」

神
武
戊
午
年
六
月　

一
九
五
頁
「
倒
立
於
庫
底
板
（
倒
さ
か
し
まに
庫
の
底し
き
い
た板
立

て
り
）」

神
武
元
年
正
月　

二
一
五
頁
「
諷
歌
倒
語
（
諷さ
か
し
ま
ご
と

歌
倒
語
）」

武
烈
四
年
四
月　

一
五
頁
「
斮
倒
樹
本
（
樹
の
本
を
斮き

り
倒た
ふ

し
て
）」

敏
達
十
四
年
三
月　

一
五
一
頁
「
斫
倒
其
塔
（
其
塔
を
斫
り
倒た
ふ

し
て
）」

斉
明
六
年
十
月　

三
四
七
頁
「
紓
彼
倒
懸
（
彼
の
倒せ
ま
れ
る懸
を
紓の

べ
）」

 

※
危
急
の
意
の
「
倒
懸
」
を
「
せ
ま
れ
る
」
と
訓
じ
た
例

　

以
上
の
よ
う
に
、
神
武
紀
の
「
倒
」
は
動
詞
「
タ
フ
ス
」
の
例
で
は
な

く
「
サ
カ
シ
マ
」
と
訓
じ
ら
れ
る
。
神
武
紀
と
景
行
紀
に
は
「
タ
フ
ス
」

の
表
記
と
し
て
「
倒
」「
仆
」
は
用
い
ら
れ
ず
、「
僵
」
の
み
が
両
紀
の
み

に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

４　
「
洲
」
は
、
雄
略
紀
の
百
済
「
汶
洲
王
」（
二
例
）
を
除
け
ば
、
β
群
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に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
も
神
代
紀
上
下
・
神
武
紀
・
景
行
紀
・
天

武
紀
下
と
β
群
に
限
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

神
代
紀
上
の
用
例
は
、
淡
路
洲
（
あ
は
ぢ
の
し
ま
）、
大
日
本
日
本
。
此

云
耶
麻
騰
。
下
皆
效
此
。
豐
秋
津
洲
（
と
よ
あ
き
づ
し
ま
）、
伊
豫
二
名
洲
（
い

よ
の
ふ
た
な
の
し
ま
）、
筑
紫
洲
（
つ
く
し
の
し
ま
）
な
ど
、「
し
ま
」
と

訓
じ
ら
れ
る
例
が
五
八
例
あ
り
、
こ
れ
ら
「
固
有
名
＋
洲
」
で
「
洲
」
を

「
し
ま
」と
訓
む
例
は
す
べ
て
第
四
段
の
国
生
み
の
段
で
の
用
例
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
大
八
洲
國
」（
お
ほ
や
し
ま
の
く
に
）
の
表
記
で
、「
洲
」
を
「
し

ま
」
と
訓
み
、「
國
」
を
続
け
る
例
が
、
第
四
段
二
例
、
第
五
段
二
例
、

第
八
段
一
例
と
全
五
例
存
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
以
下
の
よ
う
に
「
洲
」
を
「
く
に
」
と
訓
ま
れ
る
例
も
が

四
例
存
す
る
。
杉
浦
克
己
氏
一
九
九
五
で
確
認
し
た
諸
本
の
訓
も
付
記
す

る
が
、
確
認
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
「
く
に
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。

神
代
一
段
本
書　

七
七
頁　

洲
壤
（
く
に
つ
ち
）
浮
漂　
弘
安
本
・

乾
元
本
・
丹
鶴
本
・
水
戸
本
・
寛
文
版
本

神
代
四
段
本
書　

八
一
頁　

産
生
洲
國
（
く
に
つ
ち
）　
弘
安
本
・
乾

元
本
・
丹
鶴
本
・
水
戸
本
・
寛
文
版
本

神
代
六
段
本
書　

一
〇
三
頁　

構
幽
宮
於
淡
路（
あ
は
ぢ
）之
洲（
く

に
）　
弘
安
本
・
乾
元
本
・
水
戸
本
・
寛
文
版
本

神
代
六
段
第
一　

一
〇
九
頁　

令
降
於
筑
紫
洲
（
つ
く
し
の
く
に
）　

弘
安
本
・
乾
元
本
・
水
戸
本
・
寛
文
版
本

　

第
三
例
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
鎮
座
地
・
第
四
例
は
宗
像
三
女
神

の
鎮
座
地
と
し
て
の
淡
路
之
洲
・
筑
紫
洲
を
「
く
に
」
と
訓
じ
た
例
で
あ

る
。

　

神
代
紀
下
で
は
以
下
の
二
例
が
見
ら
れ
る
。

神
代
一
一
段
本
書　

一
八
五
頁　

彦
波
瀲
武
鸕
鶿
草
葺
不
合
尊
。
崩

於
西
洲
（
に
し
の
く
に
）
之
宮
。

神
代
一
一
段
第
一　

一
八
七
頁　

後
撥
平
天
下
。
奄
有
八
洲
（
や
し

ま
）。
故
復
加
號
。
曰
神
日
本
磐
余
彦
尊
。

　

第
一
例
は
、
杉
浦
克
己
氏
一
九
九
五
で
確
認
す
れ
ば
、
弘
安
本
・
乾
元

本
・
丹
鶴
本
・
水
戸
本
・
寛
文
版
本
、
い
ず
れ
も
「
く
に
」
と
訓
じ
ら
れ

て
い
る
。
第
二
例
は
、
第
四
段
の
よ
う
な
「
固
有
名
＋
洲
」
で
は
も
な
く
、

「
大
八
洲
國
」
と
も
異
な
る
が
、
四
字
句
に
よ
る
構
句
を
意
識
し
た
表
記

か
も
知
れ
な
い
。

　

歴
代
巻
で
の
用
例
は
、
以
下
、
神
武
紀
・
景
行
紀
・
天
武
紀
の
三
巻
の

み
と
な
る
。

神
武
戊
午
年
四
月　

一
九
三
頁

乃
還
更
欲
東
踰
膽
駒
山
、
而
入
中
洲
（
う
ち
つ
く
に
）。

神
武
戊
午
年
六
月　

一
九
五
頁

既
而
皇
師
。
欲
趣
中
洲
（
う
ち
つ
く
に
）。
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神
武
己
未
年
三
月　

二
一
三
頁

雖
邊
土
未
清
、
餘
妖
尚
梗
、
而
中
洲
之
地
（
う
ち
つ
く
に
）、
無

復
風
塵
。　
北
野
本
・
寛
文
版
本
、「
シ
マ
ノ
ク
ニ
」
伊
勢
本

神
武
三
一
年
四
月　

二
一
五
頁

由
是
、
始
有
秋
津
洲
（
あ
き
づ
し
ま
）
之
號
也
。

景
行
前
紀　

二
八
三
頁

母
皇
后
曰
日
葉
洲
媛
命
（
ひ
ば
す
ひ
め
の
み
こ
と
）。

景
行
二
八
年
二
月　

三
〇
一
頁

是
以
。
西
洲
（
に
し
の
く
に
）
既
謐
。
百
姓
無
事
。

天
武
一
二
年
正
月　

四
五
七
頁

詔
曰
「
明
神
御
大
八
洲
倭
根
子
天
皇
（
あ
き
つ
み
か
み
と
お
ほ
や

し
ま
し
ら
す
や
ま
と
ね
こ
の
す
め
ら
み
こ
と
）
勅
命
者
。
諸
國
可

國
造
郡
司
及
百
姓
等
。
諸
可
聽
矣
。

　

景
行
紀
の
「
日
葉
洲
媛
命
（
ひ
ば
す
ひ
め
の
み
こ
と
）」
は
措
く
と
し

て
も
、
歴
代
巻
で
は
、
神
武
・
景
行
・
天
武
の
み
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。

　

天
武
紀
の
例
は
、
令
制
へ
の
先
例
と
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
令
制
に
基

づ
く
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
公
式
令
・
詔
書
式
に
「
明
神
御
大
八
州
天

皇
詔
旨
云
云
。
咸
聞
」（
思
想
大
系
『
律
令
』
三
六
五
頁
）
と
あ
り
、『
令

集
解
』
の
当
該
条
で
は
「
古
記
」
が
神
代
紀
第
四
段
本
書
「
因
問
陰
神
曰
。

汝
身
有
何
成
耶
。…
…
次
生
吉
備
子
洲
。由
是
。始
起
大
八
洲
國
之
號
焉
。」

（
国
史
大
系
『
令
集
解
』
七
七
四
～
七
七
五
頁
）
を
引
い
て
い
る
。「
古
記
」

が
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
条
は
大
宝
令
に
も
存
し
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
孝
徳
紀
で
は
以
下
の
よ
う
に
、「
大
八
嶋
」
を
用
い
て
い
る
。

巨
勢
大
臣
の
賀
詞
の
例
で
あ
る
。

孝
徳
白
雉
元
年
二
月　

三
一
五
頁　

爰
有
白
雉
。自
西
方
出
。乃
是
。

陛
下
。
及
至
千
秋
萬
歳
。
淨
治
四
方
大
八
嶋
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、孝
徳
紀
の
一
例
で
は
あ
る
が
、α
群
で
は「
大
八
嶋
」、

β
群
（
神
代
紀
・
天
武
紀
）
で
は
「
大
八
洲
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、『
古
事
記
』
が
、
本
文
で
は
「
大
八
嶋
」

を
用
い
る
が
、
序
文
で
は
「
飛
鳥
清
原
大
宮
御
大
八
州
天
皇
御
世
」
と
用

い
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、『
古
事
記
』の
本
文
は
、原
資
料
に
あ
っ

た
「
大
八
嶋
」
を
用
い
た
が
、
序
文
の
書
か
れ
た
和
銅
五
年
に
は
令
制
に

則
し
て
「
大
八
州
」
を
用
い
た
可
能
性
が
高
い
。
但
し
「
洲
」
で
な
く
「
州
」

が
用
い
ら
れ
る
が
、
天
武
天
皇
を
「
州
」
で
書
い
た
例
は
、『
続
日
本
紀
』

天
平
八
年
十
一
月
十
一
日
に
「
飛
鳥
淨
御
原
大
宮
御
大
八
州
天
皇
」（
国

史
大
系
一
四
一
頁
）
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
宣
命
の
用
例
で
は
な
い
が
、

『
続
日
本
紀
』
で
の
「
州
」
の
唯
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
『
続
日
本

紀
』
の
用
例
は
す
べ
て
宣
命
中
の
例
で
あ
る
が
、
早
い
段
階
は
「
嶋
」、

の
ち
に
「
洲
」
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
詔
で
は
以
下
の
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よ
う
に
「
嶋
」
が
専
用
さ
れ
る
。

文
武
天
皇
元
697
年
八
月
十
七
日
第
一
詔

現
御
神
止

大
八
嶋
國
所
知
天
皇
大
命
・
弥
繼
繼
尓

大
八
嶋
國
將
知
次
止
・

現
御
神
止

大
八
嶋
國
所
知
倭
根
子
天
皇
命

　

続
い
て
、
第
五
詔
で
は
、「
嶋
」
と
「
洲
」
が
混
用
さ
れ
る
。

神
亀
元
724
年
二
月
四
日
第
五
詔

現
神
大
八
洲
所
知
倭
根
子
天
皇
・
大
八
嶋
國
所
知
倭
根
子
天
皇
・
平

城
大
宮
尓

現
御
神
止

坐
而
大
八
嶋
國
所
知
而

　

そ
の
後
、
天
平
元
729
年
八
月
の
第
六
詔
以
降
、
天
応
元
781
年
四
月
の
第

六
一
詔
ま
で
は
一
例
を
除
き
一
四
例
が
一
貫
し
て
「
大
八
洲
」
の
表
記
と

な
っ
て
い
る
。
唯
一
の
例
外
は
第
一
三
詔
の
混
用
例
の
み
で
あ
る
。

天
平
勝
宝
元
749
年
四
月
朔
日
第
一
三
詔

加
以
挂
畏
近
江
大
津
宮
大
八
嶋
國
所
知
之

天
皇
大
命
止
之
弖

奈
良
宮
大
八

洲
國
所
知
自

我
皇
天
皇
止

　

以
上
、『
古
事
記
』『
続
日
本
紀
』
の
例
に
照
応
さ
せ
て
も
、「
大
八
嶋
」

が
古
く
「
大
八
洲
」
が
新
し
く
、「
大
八
洲
」
は
大
宝
令
以
降
定
着
し
た

表
記
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
例
は
、
β
群
の
執
筆
を
文

武
二
年
以
降
と
見
な
し
た
拙
稿
二
〇
一
三
の
補
強
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
洲
」を「
く
に
」に
充
て
た
例
に
関
し
て
言
え
ば
、『
正
字
通
』に「
洲
、

説
文
、
本
作
レ

州
、
水
中
可
レ

居
日
レ

州
、
後
人
加
レ

水
以
別
二

州
縣
字
一

。」

と
あ
り
、「
州
」
と
通
用
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は

「
州
」
は
、「
彌
州
流
」
の
よ
う
な
百
済
人
名
、「
州
柔
」
の
よ
う
な
百
済

地
名
を
は
じ
め
、百
済
の
固
有
名
詞
表
記
に
用
い
ら
れ
る
例
は
、α
群（
巻

一
七
・
一
八
・
一
九
・
二
七
）
β
群
（
巻
九
）
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、

行
政
区
画
と
し
て
の
用
例
は
α
群
に
限
定
さ
れ
る
。こ
の
中
、「
莱
州
」（
巻

二
五
）「
括
州
」（
巻
二
六
）「
越
州
」（
巻
二
六
）「
沂
州
」（
巻
二
七
）
は

中
国
地
名
の
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
二
例
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

継
体
元
年
二
月　

二
三
頁　

毎ご
と
ニレ

州く
に

安
二

置
三
種
白
髮
部
一

。言
三
種
者
。

一
白
髮
部
舍
人
。
二
白
髮
部
供
膳
。
三
白
髮
部
靫
負
也
。

天
智
二
年
二
月　

三
五
七
頁　

新
羅
人
燒
二

燔
百
濟
南
畔
四よ
つ
の
く
に州

一

。

　

第
一
例
は
、
清
寧
二
年
二
月
（
五
〇
五
頁
）
の
「
天
皇
恨
無
子
、
乃
遣

大
伴
室
屋
大
連
於
諸
國
、置
白
髮
部
舍
人
・
白
髮
部
膳
夫
・
白
髮
部
靫
負
。」

に
対
応
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
清
寧
紀
に
は
「
国
」
と
あ
り
、「
州
」
が
「
く

に
」
の
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

第
二
例
の
「
百
済
の
南
の
畔ほ
と
りの

四
州
」
と
は
、『
三
国
史
記
』「
新
羅
本

紀
」
に
照
ら
せ
ば
、
文
武
王
三
年
二
月
に
「
欽
純
・
天
存
領
兵
、
攻
取
百

済
居
列
城
、
斬
首
七
百
余
級
。
又
攻
居
勿
城
・
沙
平
城
降
之
。
又
攻
徳
安

城
、
斬
首
一
千
七
十
級
。」
と
あ
る
傍
線
部
の
四
城
に
相
当
す
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

こ
の
意
味
に
於
い
て
、
α
群
は
「
州
」、
β
群
は
「
洲
」
と
い
う
使
い
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分
け
が
確
認
さ
れ
る
。

　

以
上
、
大
宝
令
を
前
後
と
し
て
、「
大
八
嶋
」
か
ら
「
大
八
洲
」
へ
の

転
換
が
為
さ
れ
た
結
果
、α
群
・
古
事
記
本
文
・
文
武
元
年
第
一
詔
で
は
、

「
大
八
嶋
」
が
残
り
、
β
群
・
古
事
記
序
文
・
第
六
詔
以
降
の
詔
で
は
「
大

八
洲
」
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
β
群
に
お
い
て
神
代
紀
・
神

武
紀
・
景
行
紀
・
天
武
紀
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た

い
。

５　
「
出
其
不
意
」
と
「
則
曾
不
血
刃
」

　

景
行
紀
の
以
下
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ａ
景
行
一
二
年
一
二
月　

二
九
一
頁

犯お
か
サ
バ二

不お
も
ひ
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
ヲ

意
之
處
一

、
則か
つ
テ曾
不ず
シ
テ

レ

血
ち
ふ
ら
サレ

刃は
ヲ

、
賊
必
自
敗
。

　

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
中
、
以
下
の
よ
う
な
類
似
表
現
が
あ
る
。

ｂ
神
武
戊
午
年
四
月　

一
九
三
頁　

則
曾
不
血
刃
、
虜
必
自
敗
矣
。

ｃ
神
武
戊
午
年
一
一
月　

二
〇
七
頁

出い
デ
バ二

其そ
ノ
お
も
ひ
の
ほ
か
ニ

不
意
一

、
則や
ぶ
レ
ム
コ
ト
か
な
ら
ジ

破
之
必
也
。

ｄ
仲
哀
八
年
九
月　

三
二
七
頁　

則
曾
不
血
刃
、
其
國
必
自
服
矣
。

　
ａ
ｂ
ｄ
は
「
則
曾
不
血
刃
…
必
自
…
」
が
共
通
す
る
が
、
ａ
の
「
犯
お
か
サ
バ二

不お
も
ひ
の
ほ
か
の
と
こ
ろ
ヲ

意
之
處
一

…
…
賊
必
自
敗
」
は
ｃ
と
、
ａ
の
則か
つ
テ曾

不ず
シ
テ

レ

血
ち
ふ
ら
サレ

刃は
ヲ

、
賊
必

自
敗
」
は
ｂ
と
表
現
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。ｃ
に
つ
い
て
『
書
紀
集
解
』

は
以
下
の
『
晋
書
』
王
舒
伝
を
挙
げ
る
。

晉
書
卷
七
十
六
・
列
傳
第
四
十
六
・
王
舒
・
二
〇
〇
一
頁

出
其
不
意
、
遂
破
之
。

　

類
似
表
現
は
、『
梁
書
』『
魏
書
』
な
ど
に
も
散
見
す
る
が
、
以
下
の
『
隋

書
』
の
例
に
注
目
し
た
い
。

隋
書
卷
三
十
七
・
列
傳
第
二
・
梁
睿
・
一
一
二
六
頁

吾
當
出
其
不
意
、
破
之
必
矣
。

　

こ
れ
は
「
破
之
必
」
ま
で
も
一
致
し
て
お
り
、『
隋
書
』
に
学
ん
だ
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、小
島
憲
之
氏
一
九
六
二
に
拠
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』

の
『
隋
書
』
利
用
は
、
巻
一
四
・
一
五
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
α

群
で
あ
り
、
β
群
に
は
一
切
利
用
は
な
い
。
こ
れ
も
神
武
紀
の
成
立
を
考

え
る
上
で
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
述
作
者
が
『
隋
書
』

の
こ
の
表
現
を
記
憶
し
て
い
て
自
由
に
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

可
能
性
が
残
さ
れ
る
。

四　

神
武
紀
と
景
行
紀
に
の
み
共
通
す
る
表
現

　

続
け
て
、
神
武
紀
と
景
行
紀
の
み
に
用
い
ら
れ
る
表
現
に
つ
い
て
列
挙

す
る
。
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６　
「
梟
帥
」

　

神
武
紀
の
「
八
十
梟
帥
」、
景
行
紀
の
「
熊
襲
梟
帥
」「
川
上
梟
帥
」
等
、

神
武
紀
（
八
例
）
と
景
行
紀
（
一
二
例
）
に
の
み
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

『
書
紀
集
解
』
が
『
文
選
』
巻
第
四
十
一
、
李
陵
「
答
蘇
武
書
」
の
「
斬

其
梟
帥
」
を
挙
げ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
は
『
文
選
』
の
知
識
に
拠
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

７　
「
菟
狹
川
上
」

神
武
甲
寅
一
〇
月　

一
九
一
頁　

行
至
筑
紫
國
菟
狹
。菟
狹
者
地
名
也
。

此
云
宇
佐
。
時
有
菟
狹
國
造
祖
。
號
曰
菟
狹
津
彦
。
菟
狹
津
媛
。
乃

於
菟
狹
川
上
。
造
一
柱
騰
宮
而
奉
饗
焉
。

景
行
一
二
年
九
月　

二
八
九
頁　

唯
有
殘
賊
者
。
一
曰
鼻
垂
。
妄
假

名
號
。
山
谷
響
聚
。
屯
結
於
菟
狹
川
上
。

　

景
行
紀
が
先
に
書
か
れ
た
と
い
う
仮
定
に
立
て
ば
、
景
行
紀
に
登
場
す

る
菟
狹
を
踏
ま
え
て
、
神
武
東
征
の
構
想
に
も
宇
佐
が
取
り
込
ま
れ
た
可

能
性
が
残
さ
れ
る
。

８　
「
由
此
而
起
也
」

　
　

神
武
戊
午
年
九
月　

一
九
九
頁　

墨
坂
置
焃お
こ
し
ず
み
炭
。
其
女
坂
・
男
坂
・

墨
坂
之
號
、
由
此
而
起
也
。

景
行
一
八
年
七
月　

二
九
七
頁　

名
曰
八
女
津
媛
。
常
居
山
中
。
故

八
女
國
之
名
、
由
此
而
起
也
。

　
「
地
名
之
號
（
名
）、
由
此
而
起
也
」
と
い
う
構
文
は
、
書
紀
中
こ
の
二

例
の
み
で
あ
り
、
同
一
述
作
者
の
手
に
成
る
か
、
一
方
が
多
方
に
学
ん
だ

か
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
極
め
て
濃
厚
な
表
現
で
あ
る
。

９　
「
所
據
…
…
要
害
之
地
、
故
…
…
」

神
武
戊
午
年
九
月　

一
九
九
頁　

賊
虜
所
據
、
皆
是
要
害
之
地
。
故

道
路
絶
塞
、
無
處
可
通
。

景
行
十
二
年
九
月　

二
八
九
頁　

以
多
掠
人
民
。
是
四
人
也
、
其
所

據
並
要
害
之
地
。
故
各
領
眷
屬
。
爲
一
處
之
長
也
。

　
「
要
害
之
地
」
の
例
は
、
他
に
以
下
三
例
が
求
め
ら
れ
る
。

欽
明
五
年
一
一
月　

九
一
頁　
［
聖
明
王
の
言
］
新
羅
安
羅
。
兩
國

之
境
。
有
大
江
水
。
要
害
之
地
也
。

欽
明
一
七
年
一
月　

一
一
七
頁　
［
百
済
王
子
惠
帰
国
記
事
］　

衞
送

彌
弖
。
彌
弖
津
名
。
因
令
守
津
路
要
害
之
地
焉
。

欽
明
二
三
年
六
月　

一
二
一
頁　
［
天
皇
の
新
羅
非
道
に
対
す
る
報

復
宣
言
］
全
新
羅
王
將
戮
之
者
、
授
新
羅
要
害
之
地
。

持
統
前
紀
（
天
武
元
年
）　

四
八
五
頁　

廼
分
命
敢
死
者
數
萬
。
置

諸
要
害
之
地
。
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神
武
紀
と
景
行
紀
は
と
も
に
賊
の
拠
点
を
要
害
之
地
と
表
現
し
、
直
前

の
「
所
拠
」、
直
後
の
接
続
語
「
故
」
も
共
通
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

欽
明
紀
は
す
べ
て
半
島
関
係
記
事
で
あ
り
、持
統
前
紀
も
ま
た
、神
武
紀
・

景
行
紀
と
文
脈
を
異
に
し
て
い
る
。こ
れ
も
８
と
同
様
な
可
能
性
が
高
い
。

10 　
「
年
月
＋
移
動
＋
国
名
＋
起
行
館
（
宮
）
以
居
之
。
是
曰
（
謂
）
宮
名
」

も
神
武
紀
と
景
行
紀
の
み
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
神
武
乙
卯
年

三
月
（
一
九
一
頁
）
と
景
行
一
二
年
一
一
月
（
二
九
一
頁
）
に
見
え
る
。

春
三
月
甲
寅
朔
己
未
。
徙
入
吉
備
國
、
起
行
館
以
居
之
。
是
曰
高
嶋

宮
。

十
一
月
。　
　
　
　
　
　

到
日
向
國
、
起
行
宮
以
居
之
。
是
謂
高
屋

宮
。

　

前
後
の
構
文
も
同
一
で
あ
り
、
一
方
が
他
方
を
参
照
し
て
書
い
た
も
の

と
見
て
間
違
い
な
い
。

　

以
下
、
短
句
で
あ
る
が
列
挙
す
れ
ば
、
11
～
15
の
通
り
で
あ
る
。

11　
「
賊
衆
」

神
武
己
未
年
二
月　

二
一
一
頁　

賊
衆
戰
死
而
僵
屍
、
枕
臂
處
呼
爲

頬
枕
田
。

景
行
四
〇
年
是
歳　

三
〇
五
頁　

則
悉
焚
其
賊
衆
而
滅
之
、
故
號
其

處
曰
燒
津
。

12　
「
賊
虜
」

神
武
戊
午
年
九
月　

一
九
九
頁　

賊
虜
所
據
、
皆
是
要
害
之
地
。

景
行
十
二
年
一
〇
月　

二
九
一
頁　

時
賊
虜
之
矢
、
横
自
山
射
之
。

13　
「
毒
氣
」

神
武
戊
午
年
六
月　

一
九
五
頁　

時
神
吐
毒
氣
、
人
物
咸
瘁
。

景
行
二
八
年
二
月　

三
〇
一
頁　

…
…
濟
神
、
皆
有
害
心
、
以
放
毒

氣
、
令
苦
路
人
。

14　
「
必
勝
」

神
武
戊
午
年
一
一
月　

二
〇
七
頁　

皇
軍
攻
必
取
、
戰
必
勝
。

景
行
四
〇
年
七
月　

三
〇
三
頁　

所
向
無
前
、
所
攻
必
勝
。

15　
「
猛
卒
」

神
武
戊
午
年
一
〇
月　

二
〇
三
頁　

而
選
我
猛
卒
、
與
虜
雜
居
。

景
行
一
二
年
一
〇
月　

二
九
一
頁　

因
簡
猛
卒
、
授
兵
椎
。

　

以
上
の
一
五
例
か
ら
は
、
同
一
述
作
者
の
手
に
成
る
か
、
一
方
が
他
方

に
学
ん
だ
か
の
い
ず
れ
か
を
決
定
し
が
た
い
例
で
あ
る
が
、
次
の
例
は
神
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武
紀
の
前
に
景
行
紀
が
存
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
貴
重
な
例
と
言
え
る
。

16　
「
踝
」

神
武
戊
午
年
八
月　

一
九
七
頁　

時
陳
二

其
屍
一

而
斬
レ

之
。
流
血
沒
レ

踝
。
故
號
二

其
地
一

。
曰
二

菟
田
血
原
一

。

景
行
一
二
年
一
〇
月　

二
九
一
頁　

悉
殺
二

其
黨
一

。
血
流
至
レ

踝
。

…
…
。
亦
血
流
之
處
曰
二

血
田
一

也
。

　

既
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
二
〇
一
一
で
『
豊
後
国
風
土
記
』
と
景
行

紀
と
の
先
後
関
係
を
考
察
す
る
材
料
と
し
た
。『
豊
後
国
風
土
記
』
は
景

行
紀
と
同
じ
文
脈
で
あ
る
が
、
傍
線
部
が
異
な
っ
て
い
る
。

豊
後
大
野
郡
二
九
四
頁　

悉
誅
殺
。流
血
沒
踝
。…
…
亦
流
血
之
處
。

曰
血
田
也
。

　

景
行
紀
「
血
流
至
踝
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
先
例
が
あ
る
。

『
陳
書
』
巻
八
列
伝
第
二
「
侯
安
都
」（
中
華
書
局
本
一
四
七
頁
）

（
安
都
）
躬
自
接
戰
、
為
流
矢
所
中
、
血
流
至
踝
。

『
南
史
』
巻
六
十
六
列
伝
五
十
八
「
侯
安
都
」（
中
華
書
局
本

一
六
一
二
頁
）

安
都
躬
自
接
戰
、
為
流
矢
所
中
、
血
流
至
踝
。

　

し
か
し
、
こ
の
侯
安
都
伝
の
例
は
、
身
体
の
上
部
か
ら
流
れ
下
っ
た
血

が
踝
ま
で
垂
れ
た
と
い
う
文
脈
で
あ
り
、
景
行
紀
の
文
脈
は
大
勢
の
賊
か

ら
流
れ
出
た
大
量
の
血
が
踝
ま
で
を
も
浸
し
た
の
で
血
田
と
い
う
の
で

あ
っ
て
、
既
に
井
上
通
泰
氏
一
九
三
五
・
小
島
憲
之
氏
一
九
六
二
に
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
「
血
流
至
踝
」
で
は
文
脈
に
合
わ
な
い
。
小
島
氏
一
九
六
二

（
六
五
四
～
六
五
五
頁
）
は
、

こ
れ
も
神
武
紀
・
景
行
紀
の
述
作
以
後
、
そ
れ
ら
に
よ
つ
た
風
土
記

が
景
行
紀
を
底
本
と
し
て
血
田
の
記
事
を
作
り
、そ
れ
に
み
え
る「
血

流
至
踝
」
の
類
句
と
し
て
神
武
紀
の
句
を
借
用
し
た
ま
で
で
あ
る
。

…
…
（
な
ほ
日
本
書
紀
の
成
立
過
程
に
於
て
、
神
武
・
景
行
二
紀
は

文
辞
そ
の
他
に
か
な
り
の
類
似
が
あ
り
、
同
一
人
の
潤
色
を
思
は
せ

る
ふ
し
が
あ
る
。）

と
す
る
。
拙
著
で
は
、『
南
史
』
の
以
下
の
記
事
を
挙
げ
て
、

『
南
史
』
巻
十
七
列
伝
第
七
「
劉
康
祖
」（
中
華
書
局
本
四
八
九
頁
）

康
祖
率
厲
將
士
、
無
不
一
當
百
、
魏
軍
死
者
太
半
、
流
血
沒
踝
。
矢

中
頭
而
死
、
於
是
大
敗
、
舉
營
淪
覆
、
免
者
裁
數
十
人
。

　

景
行
紀
は
『
陳
書
』
乃
至
『
南
史
』「
侯
安
都
伝
」
に
見
え
る
語
句
を

採
択
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
文
脈
に
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を

『
南
史
』「
劉
康
祖
伝
」
或
い
は
、
こ
れ
に
学
ん
だ
「
神
武
紀
」
に
よ
っ

て
正
し
た
の
が
『
豊
後
』
で
あ
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
、

こ
う
し
た
例
は
、『
肥
前
』と「
神
功
紀
」の
間
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

西
海
道
甲
類
風
土
記
の
述
作
者
は
日
本
書
紀
β
群
の
述
作
者
よ
り
も
漢
籍
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の
造
詣
が
深
く
文
章
に
通
じ
て
い
た
こ
と
の
根
拠
と
し
た
。
な
お
、
こ
の

語
は
、
徐
彦
『
春
秋
公
羊
伝
注
疏
』
に
も
見
え
る
が
、
成
立
時
期
か
ら
、

『
日
本
書
紀
』
や
『
風
土
記
』
が
参
照
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、
景
行
紀
と
神
武
紀
の

成
立
過
程
で
あ
る
。
旧
著
で
は
安
易
に
傍
線
部
の
よ
う
に
述
べ
て
し
ま
っ

た
が
、
改
め
て
考
え
れ
ば
、
神
武
紀
は
景
行
紀
の
表
現
の
齟
齬
を
正
し
た

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
景
行
紀
が
先
に
書
か
れ
、
そ
れ
を
見
て
神
武
紀
が
書
か
れ
た
と
見

る
べ
き
で
、
同
一
述
作
者
が
、
か
つ
て
用
い
た
表
現
を
後
に
正
し
た
と
見

る
よ
り
も
、
景
行
紀
の
述
作
者
が
犯
し
た
齟
齬
を
神
武
紀
の
述
作
者
が
正

し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る
神
武
紀
と
景
行
紀
の

漢
文
述
作
能
力
の
問
題
と
も
重
な
る
。

五　

神
武
紀
と
景
行
紀
に
共
通
す
る
β
群
専
用
表
現

　
「
國
色
」
は
、
神
代
下
・
神
武
・
景
行
・
応
神
に
の
み
に
、「
直
指
」
は
、

神
武
・
景
行
・
神
功
・
仁
徳
・
推
古
に
の
み
に
、「
痛
甚
」
は
、
神
武
・

景
行
・
推
古
の
み
に
、「
是
其
縁
也
」
は
、
神
武
・
垂
仁
・
景
行
・
応
神
に
、

「
而
歌
之
曰
」
は
、
神
武
・
景
行
・
神
功
・
応
神
（
二
例
）・
允
恭
（
二
例
）

と
用
い
ら
れ
、
β
群
に
専
用
さ
れ
る
。

　
「
爲
人
」
は
、
α
群
β
群
と
も
に
用
い
ら
れ
る
が
、「
其
爲
人
」
は
、
神

武
・
垂
仁
・（
二
例
）・
景
行
・
神
功
・
応
神
（
二
例
）・
仁
徳
と
β
群
に

専
用
さ
れ
る
。
ま
た
「
爲
人
也
」
は
、
神
武
己
未
年
二
月
（
二
一
〇
頁
）「
其

爲
人
也
。
身
短
而
手
足
長
。」
景
行
四
〇
年
七
月
（
三
〇
三
頁
）「
汝
爲
人

也
。身
體
長
大
。」と
類
似
表
現
が
あ
る
。他
に
垂
仁
七
年
秋
七
月（
二
六
五

頁
）「
其
爲
人
也
。
強
力
以
能
毀
角
申
鉤
。」
が
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
使
徴
」は
主
語
が
天
皇
で
あ
る
例
は
、神
武
戊
午
年
八
月（
一
九
七
頁
）

「
天
皇
使
徴
兄
猾
及
弟
猾
者
」、
景
行
一
八
年
四
月
（
二
九
五
頁
）「
天
皇

先
使
徴
兄
熊
。」
の
み
で
あ
る
。
他
に
、
構
文
は
異
な
る
が
、
継
体
二
三

年
三
月
（
三
九
頁
）「
阿
利
斯
等
、
嗔
其
變
服
、
遣
使
徴
還
。」
が
あ
る
が
、

半
島
関
係
記
事
で
あ
る
。

　

神
武
紀
・
景
行
紀
の
み
の
使
用
で
は
な
い
が
、
以
上
の
例
も
こ
の
二
巻

が
β
群
の
中
に
お
い
て
、
特
に
親
縁
な
関
係
に
あ
る
こ
と
の
徴
証
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

六　

神
武
紀
・
景
行
紀
の
『
漢
書
』
高
帝
紀
の
利
用

　

既
に
、
小
島
憲
之
氏
一
九
六
二
が
、
景
行
紀
と
神
武
紀
に
お
け
る
『
漢

書
』高
帝
紀
の
利
用
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
を
確
認
し
つ
つ
、

い
さ
さ
か
新
見
を
加
え
た
い
。
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ま
ず
、
景
行
紀
の
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
高
帝
紀
の
引
用
及
び
頁

は
中
華
書
局
本
に
拠
る
。

ａ 
景
行
一
二
年
九
月　

二
八
九
頁　

願
急
撃
之
、
勿
失
。
於
是
、
武

諸
木
等
。

ｂ 

景
行
二
七
年
一
二
月　

二
九
九
頁　

于
時
也
更
深
人う
す
ら
ぎ
ヌ

闌
。
川
上
梟

帥
且
被さ
け
に
ゑ
ひ
ぬ
酒
。

ｃ 

景
行
二
七
年
一
二
月　

三
〇
一
頁　

然
後
。
遣
弟
彦
等
。
悉
斬
其

黨
類
。
無
二

餘の
こ
る
も
の噍

一

。

ｄ 

景
行
四
〇
年
七
月　

三
〇
一
頁　

仍
如ま
か
ル

二

封
こ
と
よ
さ
す
く
に
ニ
地
一

。

ｅ 

景
行
四
〇
年
七
月　

三
〇
三
頁　

嘗
西
征
之
年
。
頼
皇
靈
之
威
。

提ひ
き
さ
ゲ
テ

二

三み
じ
か
き
つ
る
ぎ

尺
劒
一ヲ

。
撃
熊
襲
國
。

　
ａ
は
「
急
撃
之
、
勿
失
。
於
是
饗
士
、
旦
日
合
戰
。」（
二
四
頁
）
と
あ

り
、
高
帝
紀
の
利
用
は
確
実
視
さ
れ
る
。
ｂ
「
闌
」
は
、
高
帝
紀
の
例
は

「
酒
闌
」（
四
頁
）
で
あ
る
が
、
注
に
、
文
穎
曰
「
闌
言
希
也
。
謂
飲
酒

者
半
罷
半
在
、
謂
之
闌
。」（
五
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
訓
詁
に
拠
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。「
被
酒
」
は
、
高
帝
紀
に
「
高
祖
被
酒
」（
七
頁
）
と
あ
り
、

注
に
、
師
古
曰
「
被
、
加
也
。
被
酒
者
、
為
酒
所
加
。
被
音
皮
義
反
。」（
七

頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
も
連
続
し
て
高
帝
紀
の
字
句
を
訓
詁
も
踏
ま
え
て
利

用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。ｃ
は
、
高
帝
紀
に
「
嘗
攻
襄
城
、
襄
城
無
噍
類
。」

（
一
六
頁
）
と
あ
り
、
注
に
、
如
淳
曰
「
噍
音
祚
笑
反
。
無
復
有
活
而
噍

食
者
也
。
青
州
俗
呼
無
孑
遺
為
無
噍
類
。」（
一
七
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
は

神
武
紀
・
斉
明
紀
に
も
以
下
の
例
が
あ
る
。

ｆ 

神
武
戊
午
年
一
〇
月　

二
〇
五
頁　

一
時
殺
虜
。
々
無
二

復

噍の
こ
る
も
の

類
者
一

。

ｇ 

斉
明
六
年
九
月　

三
四
五
頁　

新
羅
恃
力
作
勢
。
不
親
於
隣
。
引

構
唐
人
。
傾
覆
百
濟
。
君
臣
總
俘
。
略
無
二

噍の
こ
れ
る
も
の類
噍の
こ
る
も
の

類
者
一

。

　

小
島
氏
は
斉
明
紀
は
他
に
『
漢
書
』
を
引
く
例
が
な
く
、
記
憶
に
よ
っ

て
書
い
た
と
さ
れ
る
が
、
百
済
か
ら
の
上
奏
中
の
表
現
で
あ
り
、
百
済
滅

亡
を
述
べ
て
い
る
。
百
済
側
の
資
料
に
依
拠
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。

　

ｄ
は
、
高
帝
紀
に
「
沛
公
如
薛
」（
一
四
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
、

注
の
師
古
曰
「
如
、
往
也
。
他
皆
類
此
。」（
一
四
頁
）
を
踏
ま
え
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
な
お
、「
如
」
は
『
日
本
書
紀
』
全
二
八
六
例
用
い
ら
れ

る
が
、
そ
の
中
「
往
」
の
義
で
用
い
ら
れ
る
例
は
九
例
、
記
紀
風
土
記
万

葉
中
で
も
他
に
一
例
『
古
事
記
』
に
用
い
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
（
拙
著

一
九
九
四
・
一
八
〇
頁
）。『
日
本
書
紀
』
の
例
も
、
巻
六
・
巻
七
（
二
例
）・

巻
九
・
巻
一
一
・
巻
二
二
・
巻
二
三
・
巻
二
八
・
巻
二
九
と
β
群
専
用
で

あ
る
が
、
β
群
に
あ
っ
て
も
、
巻
一
～
巻
五
、
と
り
わ
け
神
代
紀
・
神
武

紀
・
欠
史
八
代
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
ｅ
は
、
高
帝
紀
に
「
吾
以
布
衣
提
三
尺
取
天
下
」（
七
九
頁
）
と
あ
り
、

注
に
は
、
師
古
曰
「
三
尺
、
劍
也
。
下
韓
安
國
傳
所
云
三
尺
亦
同
、
而
流
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俗
書
本
或
云
提
三
尺
劍
、
劍
字
後
人
所
加
耳
。」（
七
九
頁
）
と
あ
る
の
で
、

む
し
ろ
師
古
注
に
依
拠
し
た
表
現
と
見
ら
れ
る
。

　

神
武
紀
の
次
の
例
も
高
帝
紀
に
依
拠
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ｈ 

神
武
戊
午
年
九
月　

一
九
七
頁　

已
而
弟
猾
大
設
二

牛し

し酒
一

。
以
勞

饗
皇
師
焉
。
天
皇
以
其
酒
宍
。
班
賜
軍
卒
。

ｉ 

神
武
戊
午
年
一
〇
月　

二
〇
五
頁　

今
魁
賊
已
滅
。
而
同
惡
者
。

匈い
ひ
お
そ々
リ
ツ
ツ

十
數
群
。
其
情
不
可
知
。

ｊ
神
武
戊
午
年
一
一
月　

二
〇
七
頁　

皇
軍
攻
必
取
、
戰
必
勝
。

　

ｈ
に
つ
い
て
、
小
島
氏
は
、
高
帝
紀
の
「
秦
民
大
喜
、
爭
持
牛
羊
酒
食
、

獻
享
軍
士
。」（
二
三
頁
）
を
挙
げ
る
が
、
む
し
ろ
「
沛
中
空
縣
皆
之
邑
西

獻
。」（
七
四
頁
）
の
注
に
、
如
淳
曰
「
獻
牛
酒
也
。」（
七
五
頁
）
の
方
が

適
切
で
あ
ろ
う
。
酒
宍
も
『
書
紀
集
解
』（
二
七
八
頁
）
は
、
高
帝
紀
の
「
以

十
月
賜
酒
肉
」（
三
四
頁
）
を
挙
げ
る
。「
酒
宍
」
は
、
書
紀
中
で
は
他
に

持
統
五
年
六
月
に
一
例
「
禁
斷
酒
宍
」（
五
一
一
頁
）
と
用
い
ら
れ
る
の

み
で
あ
る
。
ｉ
は
、
高
帝
紀
「
天
下
匈
匈
」（
六
四
頁
）
と
そ
の
注
に
、

師
古
曰
「
匈
匈
、
喧
擾
之
意
。」（
六
四
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
も
師
古
注
に

よ
っ
て
訓
詁
を
学
ん
で
使
用
し
た
例
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
喧
擾
」
の
語

も
以
下
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
中
も
神
武
紀
に
の
み
用
い
ら
れ
る
語
で

あ
り
、
師
古
注
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

神
武
戊
午
年
六
月　

一
九
五
頁　

夫
葦
原
中
國
猶
聞
喧
擾
之
響
焉
。

聞
喧
擾
之
響
焉
。
此
云
左
揶
霓
利
奈
離
。

　
ｊ
は
高
帝
紀
に
「
戰
必
勝
、
攻
必
取
、
吾
不
如
韓
信
。」（
五
六
頁
）
と

あ
る
こ
と
が
、
古
典
大
系
二
〇
六
頁
頭
注
に
指
摘
さ
れ
る
。『
書
紀
集
解
』

二
九
八
頁
は
『
史
記
』
高
祖
本
紀
を
引
く
が
、
小
島
憲
之
氏
一
九
六
二
・

三
二
五
頁
「
史
記
・
漢
書
一
致
も
し
く
は
類
似
の
文
は
す
べ
て
漢
書
を
潤

色
し
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
」
の
言
に
し
た
が
え
ば
、
こ
こ
は
『
漢
書
』

か
ら
の
引
用
と
見
ら
れ
る
。
な
お
「
必
勝
」
の
語
、
書
紀
で
は
も
う
一
例

景
行
紀
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。

景
行
四
〇
年
七
月　

三
〇
三
頁　

猛
如
雷
電
。
所
向
無
前
。
所
攻
必

勝
。

　

小
島
氏
の
指
摘
に
は
な
い
が
、
高
帝
紀
に
学
ん
だ
可
能
性
が
残
さ
れ
る

も
の
を
検
討
す
る
。

ｋ 

景
行
四
〇
年
是
歳　

三
〇
九
頁　

至
膽
吹
山
。々
神
化
大
蛇
當
道
。

爰
日
本
武
尊
。
不
知
主
神
化
蛇
之
謂
。
是
大
蛇
必
荒
神
之
使
也
。

既
得
殺
主
神
。

　
「
大
蛇
當
道
」の
類
似
表
現
を
高
帝
紀
に
求
め
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

高
祖
被ｂ

酒
、
夜
徑
澤
中
、
令
一
人
行
前
。
行
前
者
還
報
曰
「
前
有
大

蛇
當
徑
、
願
還
。」
高
祖
醉
、
曰
「
壯
士
行
、
何
畏
。」
乃
前
、
拔
劍

斬
蛇
。
蛇
分
為
兩
、
道
開
。
行
數
里
、
醉
困
臥
。
後
人
來
至
蛇
所
、

有
一
老
嫗
夜
哭
。
人
問
嫗
何
哭
、
嫗
曰
「
人
殺
吾
子
。」
人
曰
「
嫗
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子
何
為
見
殺
。」
嫗
曰
「
吾
子
、
白
帝
子
也
、
化
為
蛇
、
當
道
、
今

者
赤
帝
子
斬
之
、
故
哭
。」（
七
頁
）

　

既
に
『
書
紀
集
解
』
五
〇
六
頁
は
、
波
線
部
の
み
を
引
い
て
い
る
が
、

波
線
部
の
「
化
為
蛇
、
當
道
」
の
み
な
ら
ず
、
傍
線
部
「
大
蛇
當
徑
」
と

セ
ッ
ト
で
参
照
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
白
帝
子
が
蛇
と
化
す
こ
と

も
山
神
が
蛇
と
化
す
こ
と
と
共
通
す
る
。
ｂ
の
「
被
酒
｝
と
も
近
接
し
て

い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
に
依
拠
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

ｌ
「
所
不
快
」
は
、
神
代
紀
と
景
行
紀
に
例
が
あ
る
。

神
代
上
四
段
本
書　

八
一
頁　

及
至
産
時
、
先
以
淡
路
洲
爲
胞
。
意

所
不
快
。
故
名
之
曰
淡
路
洲
。

景
行
四
年
二
月　

二
八
五
頁　

今
不
勝
皇
命
之
威
、暫
納
帷
幕
之
中
。

然
意
所
不
快
。

　

こ
れ
は
高
帝
紀
に
「
取
上
素
所
不
快
」（
六
一
頁
）
と
あ
り
、
注
に
師

古
曰
「
言
有
舊
嫌
者
也
。」（
六
二
頁
）
と
あ
る
。

　
ｍ
「
殘
賊
」
は
、
神
代
下
に
一
例
、
景
行
紀
に
二
例
が
用
い
ら
れ
る
。

神
代
下
九
段
第
一　

一
四
三
頁　

有
殘ち

は

や

ぶ

る

賊
強
暴
横
惡
之
神
者
。

景
行
一
二
年
九
月　

二
八
九
頁　

唯
有
殘あ
し
き
や
つ
こ

賊
者
。
一
曰
鼻
垂
。

景
行
一
二
年
九
月　

二
八
九
頁　

二
曰
耳
垂
。
殘
そ
こ
な
ひ
や
ぶ
り
む
さ
ぼ
り
お
ほ
き
て

賊
貪
婪
。

屡
略
人
民
。

　

先
に
引
い
た
「
嘗
攻
襄
城
、
襄
城
無
噍
類
。」
の
直
前
に
「
項
羽
為
人

慓
悍
禍
賊
。」（
一
六
頁
）
と
あ
り
、
そ
の
注
に
、
師
古
曰
「
慓
、
疾
也
。

悍
、
勇
也
。
禍
賊
者
、
好
為
禍
害
而
殘
賊
也
。
慓
音
頻
妙
反
、
又
匹
妙
反
。

悍
音
胡
旦
反
。」
と
あ
る
。
ｃ
の
典
拠
で
あ
る
高
帝
紀
の
「
無
噍
類
」
と

近
接
す
る
と
と
も
に
、
ａ
に
挙
げ
た
高
帝
紀
の
「
急
撃
之
、
勿
失
。
於
是
」

を
典
拠
と
す
る
景
行
十
二
年
九
月
の
夏
磯
媛
の
啓
の
中
に
と
も
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
も
高
帝
紀
の
師
古
注
に
学
ん
だ
語
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。

　

ま
た
、
直
接
依
拠
し
た
か
否
か
は
さ
て
お
き
、『
日
本
書
紀
』
中
、
神

武
紀
に
の
み
用
い
ら
れ
る
語
で
高
帝
紀
に
も
用
い
ら
れ
る
語
に
は
、「
會

戰
」「
流
矢
」「
連
戰
」「
勇
力
」「
明
達
」「
急
攻
」「
大
丈
夫
」
が
あ
り
、

ま
た
神
武
紀
に
の
み
用
い
ら
れ
る
「
定
功
行
賞
」
の
類
似
表
現
に
は
「
定

功
行
封
」（
六
一
頁
）
が
あ
る
。

　
「
酒
酣
」
は
顕
宗
記
に
も
見
え
、
神
武
紀
を
含
め
て
『
日
本
書
紀
』
中
、

二
例
が
認
め
ら
れ
る
。『
書
紀
集
解
』
は
、『
史
記
』
高
祖
本
紀
を
引
く
が
、

む
し
ろ
『
漢
書
』
の
「
發
沛
中
兒
得
百
二
十
人
、
教
之
歌
。
酒
酣
、
上
撃

筑
。」（
七
四
頁
）
を
引
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
師
古
注
に
「
酣
、
洽
也
、
音

胡
甘
反
。」
と
あ
り
、
こ
こ
に
学
ん
だ
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
上
述
以
外
に
景
行
紀
の
み
に
用
い
ら
れ
る
語
で
高
帝
紀
に
も
用

い
ら
れ
る
語
は
「
禍
害
」
が
確
認
さ
れ
る
。

　

小
島
憲
之
氏
一
九
六
二
に
は
、
景
行
紀
が
潤
色
に
用
い
た
漢
籍
は
『
漢
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書
』
の
み
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
神
武
紀
は
『
漢
書
』
と
と
も
に
『
文
選
』

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
四
〇
二
頁
）。
神
武
紀
・
景
行
紀
と
も
『
漢
書
』

高
帝
紀
を
盛
ん
に
利
用
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
他
巻
に
は
見
え

な
い
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
長
文
で
は
な
く
短
句
の
利
用
で
あ
る

こ
と
、師
古
注
の
利
用
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、両
巻
の
述
作
者
が『
漢

書
』
高
帝
紀
を
学
ん
だ
経
験
を
持
ち
、
そ
の
訓
詁
も
含
め
て
相
応
の
造
詣

を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
し
量
ら
れ
る
。

七　

神
武
紀
と
景
行
紀
の
漢
文
書
記
能
力

　

先
に
引
い
た
と
お
り
、
横
田
氏
一
九
八
四
は
、
神
武
紀
と
景
行
紀
は
、

共
通
の
筆
者
な
い
し
編
者
が
、
天
武
朝
な
い
し
文
武
朝
に
編
修
・
記
述
し

た
も
の
と
推
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
元
に
最
終
的
段
階
で
は
、
別
の
人
が

巻
三
・
巻
七
を
別
々
に
文
飾
を
加
え
た
と
推
定
し
た
。
こ
の
推
定
の
大
き

な
根
拠
は
、
巻
七
と
は
異
な
り
、
巻
三
の
方
が
、
特
に
念
入
り
の
文
飾
が

施
さ
れ
、
極
度
に
む
ず
か
し
い
荘
重
・
厳
粛
な
語
が
選
ば
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

　

極
度
に
む
ず
か
し
い
荘
重
・
厳
粛
な
語
と
は
、
横
田
健
一
氏
一
九
八
四
・

一
六
三
頁
に
列
挙
さ
れ
る
一
五
例
で
あ
る
。
今
そ
れ
を
古
典
大
系
の
頁
と

と
も
に
挙
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

189
「
意
礭0

如
也
」「
遼
邈

0

0

之
地
」「
猶
未
霑0

於
王
澤
」・
193
「
徼0

之
於

孔
舍
衞
坂
」「
乃
運
神
策
於
冲
衿

0

0

」・
195
「
人
物
咸
瘁0

」・
199
「
墨
坂

置
焃0

炭
」・
203
「
隨
水
噞
喁

0

0

」・
205
「
今
來
目
部
歌
而
後
大
哂0

」・
207
「
吾

則
駈
馳
勁0

卒
」・
211
「
益
懷
踧
踖

0

0

」「
夫
長
髓
彦
稟
性
愎
很

0

0

」・
213
「
蓋

國
之
墺0

區
乎
」・
213
「
峻
峙
搏

0

0

0

風
於
高
天
之
原
」・
215
「
初
天
皇
草
創0

天
基
之
日
也
」

　

こ
れ
に
対
し
て
、
景
行
紀
の
み
に
用
い
ら
れ
る
四
例
を
以
下
の
よ
う
に

挙
げ
て
い
る
。

289
「
殘
賊
貪
婪0

、
屡
略
人
民
」・
293
「
而
返
家
以
多
設
醇0

酒
」・
299
「
善0

射
者

0

0

」（
三
例
）・
311
「
卷
甲
戢
戈
、
愷
悌

0

0

還
之
」「
隙
駟

0

0

難
停
」

　

こ
の
中
、「
卷ま
キ

レ

○ヲ

戢を
さ
メレ

戈ほ
こ
ヲ

」「
愷
い
く
さ
と
ケ
テ

悌
カ
ヘ
ル
」
は
、
既
に
太
田
善
麿
氏

一
九
六
二
・
一
九
七
〇
に
詳
細
な
調
査
が
あ
る
よ
う
に
、『
古
事
記
』
序
に

「
愷
悌
歸
於
華
夏
。
巻
旌
戢
戈
。」
と
類
似
句
が
あ
る
。

　

神
武
紀
が
景
行
紀
に
比
し
て
、
極
度
に
む
ず
か
し
い
荘
重
・
厳
粛
な
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
以
下
に
引
く
、
小
島
憲

之
氏
の
発
言
は
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

他
の
漢
籍
語
に
比
し
て
よ
り
多
く
の
文
選
語
（
特
に
そ
の
賦
）
が
、

神
武
紀
全
体
に
わ
た
つ
て
み
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
四
四
五
頁
）

こ
う
し
た
語
句
は
直
接
文
選
を
机
上
に
置
い
て
パ
ラ
パ
ラ
そ
れ
を
め

く
り
な
が
ら
見
つ
け
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
平
生
よ
り
省
試
そ
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の
他
の
関
係
上
、
熟
知
し
て
ゐ
た
も
の
も
あ
り
、
一
般
に
そ
の
出
典

は
「
間
接
的
」
と
も
云
へ
る
。（
四
四
六
頁
）

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
神
武
紀
の
述
作
者
が
よ
り
漢
籍
語
に
通
暁
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

続
い
て
、
神
武
紀
と
景
行
紀
の
倭
習
を
確
認
し
た
い
。
漢
語
漢
文
で
述

作
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
以
上
、
倭
習
の
存
在
は
、
漢
文
書
記

能
力
を
確
認
す
る
手
立
て
と
な
る
と
と
も
に
、
筆
癖
を
確
認
す
る
の
に
有

効
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
宜
」は
、神
武
紀
一
一
例
、景
行
紀
三
例
が
用
い
ら
れ
る
が
、β
群
中
、

「
宜
」
の
語
順
の
誤
用
は
、
神
代
上
下
と
神
武
紀
に
限
定
さ
れ
る
。
神
武

紀
の
例
を
確
認
し
た
い
。

ａ
神
武
戊
午
年
六
月　

一
九
五
頁

宜
汝
更
往
而
征
之
。
汝
い
ま
し

更ま
た

往
き
て
征
て

　

こ
れ
は
、「
其
汝
宜
往
而
征
之
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
五
井
蘭
洲
『
刪

正
日
本
書
紀
』
も
同
様
に
朱
を
入
れ
て
い
る
。

ｂ
神
武
戊
午
年
九
月　

二
〇
一
頁

宜
今
當
取
天
香
山
埴
。
以
造
天
平
瓮
。
而
祭
天
社
國
社
之
神
。

今
當
に
天
香
山
の
埴
は
に
つ
ちを

取
り
て
、
天
平
瓮
を
造
り
て
、
天
あ
ま
つ
や
し
ろ
く
に
つ
や
し
ろ

社
國
社
之
神
を

祭い
は
ひ
ま
つれ
。

　

こ
れ
は
語
順
で
は
な
く
、
同
義
の
「
宜
」
と
「
當
」
の
重
複
例
で
あ
る

が
、
五
井
蘭
洲
は
「
今
當
」
を
消
し
て
い
る
。

ｃ
神
武
戊
午
年
九
月　

二
〇
一
頁

宜
汝
二
人
。
到
天
香
山
。
潛
取
其
巓
土
。
而
可
來
旋
矣
。

　

語
順
の
誤
用
で
、
蘭
洲
は
「
汝
二
人
。
宜
到
天
香
山
…
…
」
と
朱
を
入

れ
て
い
る
。

　

同
様
な
「
宜
」
の
誤
用
は
、
神
代
紀
に
も
二
例
が
確
認
さ
れ
る
。

ｄ
神
代
四
段
第
一　

八
三
頁　

宜
汝
往
脩
之
。

ｅ
神
代
九
段
第
一　

一
四
七
頁　

宜
爾
皇
孫
、
就
而
治
焉
。

　

神
代
紀
と
神
武
紀
に
は
、
長
文
の
漢
籍
か
ら
の
潤
色
が
少
な
く
、
語
句

単
位
の
漢
籍
語
（
横
田
氏
の
所
謂
「
極
度
に
む
ず
か
し
い
荘
重
・
厳
粛
な

語
」）
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
。
小
島
憲
之
氏
は
「
漢
籍

の
語
句
を
自
家
薬
籠
中
に
収
め
て
ゐ
た
証
拠
」
で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

直
接
に
出
典
語
を
含
ま
な
い
巻
は
、
換
言
す
れ
ば
、
出
典
語
を
頭
の

中
に
た
た
き
込
み
、
自
由
に
こ
れ
を
筆
で
操
つ
た
こ
と
に
な
り
、
寧

ろ
文
筆
に
巧
な
者
の
筆
に
よ
る
と
も
云
へ
る
。（
四
一
五
頁
）

長
い
語
句
を
も
た
な
い
、「
出
典
文
」
の
少
な
い
神
代
紀
に
か
へ
つ

て
訓
詁
を
要
す
る
漢
籍
語
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。（
四
三
八
頁
）

　

こ
れ
は
、
神
武
紀
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
漢
籍
語
の
利
用
に
つ
い
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て
、
神
代
紀
と
神
武
紀
は
同
様
な
傾
向
を
持
ち
な
が
ら
、「
宜
」
の
用
法

に
つ
い
て
は
同
じ
誤
謬
を
犯
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
令
」
は
、
神
武
紀
四
例
中
、
二
例
は
動
詞
「
み
こ
と
の
り
す
」「
の
り

ご
と
す
」
で
、
使
役
の
例
は
二
例
で
あ
る
が
、
誤
用
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

神
代
紀
に
も
一
三
例
あ
る
が
誤
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
方
、
景
行
紀

二
三
例
中
、
動
詞
一
例
、
他
は
使
役
に
用
い
ら
れ
る
が
、
以
下
六
例
が
明

ら
か
な
誤
用
で
あ
る
。傍
線
部
は
漢
文
の
兼
語
式
の
構
文
で
あ
れ
ば
、「
令
」

と
動
詞
の
間
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

景
行
一
二
年
九
月　

二
八
九
頁　

兼
令
撝
不
服
之
三
人
。

景
行
一
二
年
一
二
月　

二
九
三
頁　

即
令
從
一
二
兵
於
己
。

景
行
一
二
年
一
二
月　

二
九
三
頁　

令
飮
己
父
。

景
行
二
八
年
二
月　

三
〇
一
頁　

令
苦
路
人
。

景
行
四
〇
年
七
月　

三
〇
三
頁　

多
令
苦
人
。

景
行
四
〇
年
是
歳　

三
〇
七
頁　

山
神
令
苦
王
。

　
「
令
」
に
つ
い
て
も
、
神
代
紀
と
神
武
紀
が
共
通
す
る
特
徴
を
有
し
、

景
行
紀
は
逆
に
誤
用
が
多
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

八　

小
結

　

榎
本
福
寿
氏
二
〇
〇
二
は
、
従
来
の
氏
の
区
分
の
Ⅰ
群
（
巻
一
・
巻
二
）

Ⅱ
群
（
巻
三
～
巻
一
三
・
巻
二
二
・
巻
二
三
）
か
ら
、「
之
」
の
用
法
の

差
異
に
よ
り
、
Ⅱ
群
の
巻
三
・
巻
四
を
Ⅰ
群
に
移
し
、
Ⅰ
群
を
巻
一
～
巻

四
と
し
た
。

　
「
之
」
の
用
法
ば
か
り
で
は
な
く
、
右
に
述
べ
た
漢
籍
語
や
誤
用
の
問

題
か
ら
も
、
神
代
巻
と
神
武
紀
に
は
共
通
す
る
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
景

行
紀
と
神
武
紀
が
同
一
述
作
者
の
手
に
成
る
と
す
れ
ば
、
景
行
紀
に
認
め

ら
れ
る
「
令
」
の
誤
用
が
神
武
紀
に
な
く
、
神
代
紀
・
神
武
紀
に
認
め
ら

れ
る「
宜
」の
誤
用
が
景
行
紀
に
は
な
い
と
い
う
現
象
を
説
明
で
き
な
い
。

ま
た
、「
亦
」
を
文
頭
に
置
き
「
亦
＋
主
語
」
と
す
る
用
例
も
、
森
博
達

氏
二
〇
一
三
・
二
〇
二
〇
に
拠
れ
ば
、
景
行
紀
の
九
例
を
は
じ
め
、
β
群

に
偏
在
す
る
中
で
神
武
紀
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
、
神
代
紀
と
巻
四
の
共
通
点
に
関
し
て
は
、
森
博
達
氏
一
九
九
九

も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

β
群
は
倭
習
に
満
ち
て
い
る
が
、
な
か
に
は
正
格
漢
文
で
綴
ら
れ
た

箇
所
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
代
紀
」
の
一
部
と
巻
四
の
「
綏
靖
紀
」
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に
顕
著
で
あ
る
。（
一
七
九
頁
）

　

さ
ら
に
巻
一
～
巻
四
に
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
如
」
は
『
日
本
書
紀
』
全
二
八
六
例
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
「
往
」

の
義
で
用
い
ら
れ
る
例
は
九
例
、
巻
六
・
巻
七
（
二
例
）・
巻
九
・
巻

一
一
・
巻
二
二
・
巻
二
三
・
巻
二
八
・
巻
二
九
と
β
群
専
用
で
あ
る
が
、

β
群
に
あ
っ
て
も
、
巻
一
～
巻
五
、
と
り
わ
け
神
代
紀
・
神
武
紀
・
欠
史

八
代
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
森
博
達
氏
一
九
九
九

が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、「
在
」
を
用
い
る
べ
き
所
に
「
有
」
を
用

い
た
誤
用
も
巻
六
・
七
・
九
・
一
一
・
一
二
・
一
三
・
二
九
と
β
群
に
偏
在
す
る

が
、
巻
一
～
巻
四
及
び
巻
二
二
・
二
三
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
β
群
は
、
巻
五
（
崇
神
紀
）「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
巻
一
三
ま
で
書
か
れ
た
。
続
い

て
巻
二
八
・
二
九（
天
武
紀
）が
書
か
れ
た
。最
終
段
階
で
行
わ
れ
た
の
は
、

既
に
存
し
た
α
群
の
巻
二
二
・
二
三
の
上
書
き
と
、
巻
一
～
巻
四
の
述
作

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
た
。

引
用
文
献
・
参
考
文
献

古
事
記
の
引
用
は
、
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
新
訂
版
』
に
拠
っ
た
（
詳
細
は
拙
編
『
古

事
記
音
訓
索
引
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
三
年
）
三
三
二
頁
【
校
異
】
参
照
）。
日
本
書

紀
の
引
用
は
、
林
勉
氏
の
原
文
校
訂
（『
日
本
書
紀
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
に

拠
っ
た
が
、
頁
・
行
は
古
典
大
系
に
拠
っ
た
。
風
土
記
の
引
用
は
、
新
編
全
集
『
風
土
記
』

（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
の
頁
を
挙
げ
た
（
詳
細
は
拙
著
二
〇
一
一
）。

池
田
昌
広
「『
日
本
書
紀
』
の
出
典
─
類
書
問
題
再
考
─
」
拙
編
『「
記
紀
」
の
可
能
性
』

（
竹
林
舎
、
二
〇
一
八
年
）

井
上
通
泰
『
豊
後
国
風
土
記
新
考
』（
巧
人
社
、
一
九
三
五
年
）

榎
本
福
寿「『
日
本
書
紀
』の「
之
」に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
」京
都
語
文
九（
二
〇
〇
二

年
一
〇
月
）

太
田
善
麿
『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
Ⅲ
─
日
本
書
紀
の
考
察
─
』（
桜
楓
社
、
一
九
六
二

年
）

太
田
善
麿
「『
日
本
書
紀
』
の
編
修
と
太
安
万
侶
」
國
學
院
雑
誌
七
二
─
一
一
（
一
九
七
〇

年
一
一
月
）
後
に
『
論
考
「
記
紀
」』（
群
書
、
一
九
八
一
年
）
所
収

葛
西
太
一
「
神
武
紀
冒
頭
部
の
位
置
付
け
」
古
事
記
年
報
五
七
（
古
事
記
学
会
、

二
〇
一
五
年
一
月
）

葛
西
太
一
「
景
行
紀
に
お
け
る
日
本
武
尊
関
係
記
事
の
構
句
と
表
現
」
古
事
記
学
会
例

会
研
究
発
表
資
料
（
於
学
習
院
女
子
大
学
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
四
日
）

河
村
秀
根
・
益
根
『
書
紀
集
解
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）

五
井
蘭
洲
（
一
六
九
七
～
一
七
六
二
年
）『
刪
正
日
本
書
紀
』（
大
阪
大
学
図
書
館
蔵
）

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
上
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）

上
代
文
学
会
二
〇
一
二
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
特
集
・
記
紀
の
成
立
を
考
え
る
」加
藤
謙
吉
・

森
博
達
・
瀬
間
正
之
・
松
本
直
樹　

上
代
文
学
一
一
〇
（
上
代
文
学
会
、
二
〇
一
三
年

四
月
）

杉
浦
克
己
『
六
種
対
照
日
本
書
紀
神
代
巻
和
訓
研
究
索
引
』（
武
蔵
野
書
院
・
一
九
九
五

年
）

拙
稿
「
漢
字
で
書
か
れ
た
こ
と
ば
─
訓
読
的
思
惟
を
め
ぐ
っ
て
─
」
国
語
と
国
文
学
第
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七
六
巻
五
号
特
集
号
『
文
字
』（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
九
年
五
月
）

拙
稿
「
古
事
記
は
和
銅
五
年
に
成
っ
た
か
」
上
代
文
学
一
一
〇
（
上
代
文
学
会
、

二
〇
一
三
年
四
月
）

拙
著
『
記
紀
の
文
字
表
現
と
漢
訳
仏
典
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
）

拙
著
『
風
土
記
の
文
字
世
界
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）

拙
著
『
記
紀
の
表
記
と
文
字
表
現
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
）

谷
口
雅
博
「
神
武
天
皇
と
崇
神
天
皇
（
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）」
国
文
学

五
一
─
一
（
學
燈
社
、
二
〇
〇
六
年
一
月
）

松
本
信
広
『
日
本
神
話
の
研
究
』（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
初
出
（
同
文
館
、
一
九
三
一

年
）

水
野
祐
著
作
集
１
『
日
本
古
代
王
朝
史
論
序
説
［
新
版
］』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
九
二
年
）
旧
版
は
（『
増
訂
日
本
古
代
王
朝
史
論
序
説
』（
小
宮
山
書
店
、
一
九
五
四

年
）

水
野
祐
著
作
集
３
『
日
本
古
代
王
朝
史
論
各
説
下
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
三

年
）

水
野
祐
『
日
本
古
代
の
国
家
形
成
』（
講
談
社
、
一
九
六
七
年
）

森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
）

森
博
達
『
日
本
書
紀
の
成
立
の
真
実
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
一
年
）

森
博
達
「
文
字
表
現
か
ら
観
た
『
日
本
書
紀
』
の
成
立
」
上
代
文
学
一
一
〇
（
上
代
文

学
会
、
二
〇
一
三
年
四
月
）

森
博
達
「
皇
祖
神
天
照
大
神
は
い
つ
誕
生
し
た
か
─
『『
日
本
書
紀
』
区
分
論
』
か
ら
史

実
を
探
る
─
」
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
一
九
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

森
博
達
「『
日
本
書
紀
』
区
分
論
と
記
事
の
虚
実
」
季
刊
邪
馬
台
国
一
三
八
（
二
〇
二
〇

年
七
月
）

矢
嶋
泉
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
青
山
語
文
一
九
（
一
九
八
九
年
三
月
）

横
田
健
一『
日
本
書
紀
成
立
論
序
説
』（
塙
書
房
、一
九
八
四
年
）第
一
章
の
初
出
は「『
日

本
書
紀
』
の
用
語
よ
り
み
た
巻
々
の
特
色
に
つ
い
て
の
二
、三
の
考
察
」
関
西
大
学
東
西

学
術
研
究
紀
要
一
（
一
九
六
八
年
三
月
）・
第
五
章
の
初
出
は
「
神
武
紀
と
景
行
紀
と
の

比
較
の
問
題
」『
木
村
武
夫
先
生
還
暦
記
念
日
本
史
の
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
七
〇
年
四
月
）


